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 経営戦略の概要                      

 策定の趣旨 

「経営戦略」は、各公営企業が将来にわたってサービスの提供を安定的に継続することを目的

とした中長期的な経営の基本計画です。 

本市では、平成 29 年 3月に、平成 29 年度から令和 8年度までを計画期間とする「福井市下水

道事業経営戦略」を策定し、策定から 5年経過した令和 4年 3月に、投資計画の変更や様々な社

会情勢の変化に伴う財政計画の見直し等を踏まえ、経営戦略の改定を行っています（以下「前経

営戦略」という。）。 

これまで、前経営戦略に基づき、安全・安心な下水道サービスを将来にわたって安定的・効率

的に提供するため、人口減少や施設の老朽化等の経営環境の変化に対応し、事業の効率化や下水

道使用料の改定など、経営基盤の強化に取り組んできました。 

しかし、近年の物価高騰や借入金利の上昇といった社会経済情勢の変化は、前経営戦略策定時

の想定を超えており、早急に計画の見直しが必要であるため、次期経営戦略の策定を 1 年早め、

令和 8年度から 17 年度までを計画期間とする新たな経営戦略（以下「本経営戦略」という。）を

策定するものです。 

 

 経営戦略の対象範囲 

本市の汚水処理は、「公共下水道」、「集落排水等」、「浄化槽」の三つがありますが、本経営戦略

の対象は「公共下水道」となります。 

[本市の汚水処理] 

 

 

 

 

※1 市が独自で下水処理場を有する下水道で、本市では主に市街化区域に設置されており、本市の公共 

下水道の大部分を占めます。 

※2 二市町村以上の区域を処理する下水道。本市の一部（主に九頭竜川より北側区域）、あわら市及び坂井     

市の汚水を福井県が運営する九頭竜川浄化センターで処理しています。 

※3 主に市街化区域以外の区域に設置される下水処理場を有する下水道。本市では鷹巣・国見地区、美山 

地区及び清水地区の一部が対象区域となります。 

 

・単独公共下水道 ※1 

・流域関連公共下水道 ※2 

・特定環境保全公共下水道 ※3  

公共下水道 

 

集落排水等 

・農業集落排水 

・林業集落排水 

・漁業集落排水 

・小規模集合排水 

 

浄化槽 

・公共浄化槽 

・個人設置型浄化槽 

経営戦略の対象範囲 
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 経営戦略の位置付け 

本経営戦略は、本市の全体計画である「第八次福井市総合計画」等と整合を図り、また、下水

道事業における各種計画を反映して策定しています。 

 

 計画期間 

令和 8年度から令和 17年度まで（10 年間） 

 

 

 

 

 

 
 進捗管理と見直し 

毎年度、本経営戦略の取組の進捗状況について、検証・分析を行い、結果を公表します。 

下水道事業を取り巻く環境の変化を的確に捉えるため、経営の見通しや下水道使用料の改定の 

必要性について適宜検証を行い、5 年毎に経営戦略の見直しを行います。また、物価上昇等の社

会情勢の著しい変化があった場合にも、随時、見直します。 

 

 

 

 

整合 

・第八次福井市総合計画        （令和 3 年 12 月策定） 

・福井県汚水処理広域化・共同化計画    （令和 5 年 3 月策定） 

福井市下水道事業経営戦略 2026 

反映 

・福井市汚水処理基本構想        （平成 26 年 1 月策定） 

・福井市公共下水道事業計画       （令和 7 年 3 月策定） 

・福井市下水道ストックマネジメント計画（令和 6 年 8 月策定） 

・福井市上下水道耐震化計画            （令和 7 年 1 月策定） 

・福井市下水道雨水対策基本計画        （平成 27 年 6 月策定） 

・福井市耐水化計画                    （令和 4 年 3 月策定） 

・福井市不明水対策基本計画            （平成 31 年 3 月策定） 

計画策定

Plan

実施

Do

検証

Check

見直し

Action
PDCA サイクル 

計画期間 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

福井市下水道事業経営戦略2026

　　　　（令和8年3月策定）

福井市下水道事業経営戦略

　　　　（平成29年3月策定）

　　　　（令和4年3月改定）
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 公共下水道事業の概要 

 沿革 

本市の公共下水道事業は、全国的にも早い昭和 23 年に市街地全域を対象に着手し、以降、計

画区域を拡大しながら、下水道の普及を進めてきました。令和 6年度には、計画区域における下

水道整備が概成し、普及拡大事業は概ね完了しました。 

また、経営状況をより的確に把握し、経営の効率化を図るため、平成元年 4月から地方公営企

業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しました。さらに、令和 2年 4月からは、地方

公営企業法を全部適用し、水道事業と組織統合を行っています。 

  

昭和 23 年 2 月 当時の市街地 666ha の全域を対象に工事着手 

 34 年 4 月 境浄化センターが下水簡易処理を開始 

 60 年 10 月 日野川浄化センター供用開始 

 62 年 6 月 九頭竜川流域関連公共下水道供用開始 

平成 元 年 4 月 地方公営企業法の財務規定の適用（公営企業会計に移行） 

 10 年 4 月 鷹巣浄化センター供用開始 

 18 年 2 月 市町村合併により公共下水道事業が拡大（旧美山町・旧清水町区域が加わる） 

令和 2 年 4 月 地方公営企業法の全部適用、水道事業と下水道事業の組織統合 

 7 年 3 月 公共下水道の整備概成 

 

 施設 

（令和 6年度末現在） 

区分 単独及び流域  特定環境保全 

供用開始年度 昭和 34 年度（流域は昭和 62年度） 平成 5年度 

法適用区分 全部適用 

処理区域内人口密度 42.8（人/ha） 26.9（人/ha） 

流域下水道等への 

接続状況 
有（九頭竜川流域下水道） 無 

処理区数 

4 区 

境処理区、日野川処理区、 

清水東部処理区、 

九頭竜川流域下水道 

3 区 

鷹巣・国見処理区、  

美山処理区、 

清水西部処理区 

処理場数 

3 箇所 

  境浄化センター、日野川浄化センター、 

清水東部環境浄化センター 

3 箇所 

鷹巣浄化センター、清水西部環境 

センター、美山浄化センター 
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[施設概要図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定環境保全公共下水道 

（鷹巣・国見） 

単独公共下水道 

（清水東部含む） 

流域関連公共下水道 

特定環境保全公共下水道 

（清水西部） 

特定環境保全公共下水道 

（美山） 



 

5 

 

 組織図 

福井市上下水道局では、上下水道事業管理者の下、令和 7年 4月 1日現在で 169 人の職員（会

計年度任用職員を除く。）が上下水道事業に従事しており、そのうち公共下水道事業に従事する

職員数は、87 人です。 

 

  

　研修等の実施

上
下
水
道
事
業
管
理
者

　　使用料等の徴収、

　　水洗化の促進　等

管
理
・
サ
ー

ビ
ス
部
門

 経営管理課　　　 22人  技術研修センター 1人

　計画、総務、

技
術
部
門

 水道管路課 17人  給水管理事務所 9人

 水道施設課 8人

技
術
部
門

 下水管路課 25人  雨水対策室 5人

　管路の改築及び

 集落排水管理事務所 5人

　雨水対策に係る

　維持管理　等 　施設整備　等

 下水施設課 16人  下水施設管理事務所

　の改築　等 　の維持管理　等

 上下水道局 1人

　処理場及びポンプ場 　処理場及びポンプ場

 経営部 2人
　財産管理　等

 上下水道サービス課 19人

 浄水管理事務所 13人

 事業部 3人

 簡易水道課 9人

14人

＜水道・下水道事業共通＞

＜水道事業＞

＜下水道事業＞
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 公共下水道事業の現状と課題 

 下水道施設の老朽化 

（１）現状 

① 管路 

本市が管理する管路は約 1,649km あり、このうち法定耐用年数（50 年）を経過した管路は 

約 232 ㎞あります。 

また、特に昭和 57 年度頃以降に多くの管路が整備されたため、整備から 50 年が経過する 

令和 14 年度頃から法定耐用年数を超える管渠が大きく増加していく見込みです。 

[施工年度別管路延長] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 処理場・ポンプ場 

本市が管理する処理場は 6 箇所、ポンプ場は 23 箇所あります。処理場、ポンプ場ともに供

用開始から年月が経過した施設が多く、8 箇所の施設が供用開始から 50 年以上経過しており、

近い将来に大規模な改築が必要となる施設が増加しています。 

また、各施設内の機械・電気設備は建物に比べ耐用年数が短く（概ね 15年）、設備の老朽化

も進んでいます。 

[処理場一覧（令和 6年度末現在）] 

No 名称 処理区 排除方式 供用開始※ 経過年数 

1 境浄化センター 境 合流  H7 30 年 

2 日野川浄化センター 日野川 分流（一部合流） S60 40 年 

3 鷹巣浄化センター 鷹巣・国見 分流 H10 27 年 

4 清水東部環境センター 清水東部 分流  H9 28 年 

5 清水西部環境センター 清水西部 分流  H6 31 年 

6 美山浄化センター 美山 分流 H20 17 年 
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[ポンプ場一覧（令和 6年度末現在）]  

No 名称 処理区 排除方式 供用開始※ 経過年数 

1 佐佳枝ポンプ場 

境 

合流 H23 14 年 

2 足羽ポンプ場 合流 S26 74 年 

3 加茂河原ポンプ場 合流  R5  2 年 

4 乾徳ポンプ場 合流 H15 22 年 

5 照手ポンプ場 合流 S35 65 年 

6 木田ポンプ場 合流 S39 61 年 

7 水越ポンプ場 合流 S52 48 年 

8 松本ポンプ場 合流 S53 47 年 

9 高架排水ゲートポンプ場 合流 H19 18 年 

10 木田東ポンプ場 

日野川 

分流 S32 68 年 

11 下北野ポンプ場 合流 H25 12 年 

12 上里ポンプ場 合流 S41 59 年 

13 底喰雨水ポンプ場 分流 S42 58 年 

14 千成寺川雨水ポンプ場 分流 H20 17 年 

15 出作ポンプ場 合流 S47 53 年 

16 福町雨水ポンプ場 分流 S50 50 年 

17 米松ポンプ場 合流 S54 46 年 

18 南四ツ居雨水ポンプ場 分流 S54 46 年 

19 大瀬ポンプ場 分流  H5 32 年 

20 南四ツ居汚水ポンプ場 分流 H10 27 年 

21 舞屋雨水ポンプ場 分流 H12 25 年 

22 下森田ポンプ場 流域関連 分流 S63 37 年 

23 蓑ポンプ場 鷹巣・国見 分流 H10 27 年 

※ 大規模改築を行った場合は、その年度を供用開始日としています。 

 

（２）課題 

下水道施設の老朽化が進行しており、かつ、今後更に老朽化対策が必要となる施設は増えてい

く見込みです。これまでは下水道の普及拡大事業に重点を置いてきましたが、令和 6年度末に公

共下水道の整備が概成したため、今後は施設の改築事業に重点を置き、老朽化対策を推進する必

要があります。 
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 災害への備え 

（１）現状 

① 耐震化 

令和 6年能登半島地震により、地盤崩壊や津波、液状化等に見舞われた被災地では、上下水

道施設に甚大な被害が発生し、市民の生活に大きな影響を及ぼしました。 

下水道施設における耐震性能の確保は非常に重要です。しかし、本市の下水道事業は、全国

的にも早く着手し、現在の耐震基準を満たしていない施設が多いこと、令和 6年度まで普及拡

大事業を重点的に行ってきたことから、本市の管路、処理場、ポンプ場の耐震化率はいずれも

全国平均を下回っています。 

[耐震化率（令和 6年度末現在）] 

管路（重要な幹線等※） 処理場 ポンプ場 

26.4％ 

(R5 全国平均 57.1％) 

16.7％ 

(R5 全国平均：40.2％) 

21.7％ 

(R5 全国平均：40.5％) 

※「ポンプ場、処理場に直結する幹線管路」や「防災拠点や避難所等から排水を受ける管路」等 

 

② 雨水対策 

 本市では、平成 16 年度に発生した福井豪雨以降、様々な雨水対策に取り組んでいますが、

全国的に時間雨量 50mm を超える短時間強雨の発生件数が増加しており、気候変動の影響によ

り、水害の更なる激甚化・頻発化が懸念されています。 

 [1 時間降水量 50mm 以上の年間発生回数（全国アメダス）] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）課題 

地震や大雨が発生した場合に、市民生活への影響を最小限に抑えるため、耐震化や雨水対策を

推進する必要があります。 

各年の年間発生回数 5 年移動平均値 長期変化傾向（平均的な変化傾向） 
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 水需要の減少・物価高騰 

（１）現状 

① 供用人口及び水洗化人口 

令和 6年度までの公共下水道の普及拡大事業による人口普及率の上昇に伴い、供用人口は増

加傾向でしたが、近年は人口減少の影響を受け、横ばいで推移しています。 

水洗化率及び水洗化人口は、下水道への接続促進の取組によって緩やかに増加しています。 

［供用人口・水洗化人口の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

  

※【人口普及率】公共下水道区域内人口に対する、公共下水道を利用できる人口（供用人口）の割合 

※【水洗化率】供用人口に対する、実際に公共下水道に接続している人口（水洗化人口）の割合 

 

② 有収水量及び下水道使用料収入 

水洗化人口は緩やかに増加していますが、節水機器の普及等により一人当たりの有収水量が

減少しているため、有収水量及び使用料収入は減少傾向です。 

［有収水量の推移］ 
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［下水道使用料収入の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 会計処理上、平成 30 年度までは 3 月から翌年 2 月検針の 12 箇月分を計上していましたが、令和 2 年

3 月から使用料の検針月に調定ができるようになったため、令和元年度のみ令和 2 年 3 月分を含めた

13 箇月分を計上しています。なお、グラフでは他年度との比較のため、12 箇月分に換算した値を括弧

内（破線・斜線）に表記しています。 

［一般家庭用下水道使用料（20 ㎥/月）の比較（令和 5年度末現在）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【類似団体】処理区域内（供用）人口 10 万人以上、有収水量密度 5 千㎥/ha 以上 7.5 千㎥/ha 未満、

供用開始後 25 年以上の団体（政令市除く） 
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（億円） 使用料収入

           

※

使用料改定（平均改定率 20％） 

           類似団体の 49 市のうち、本市は安い方から 29 番目（平均：2,478 円） 

           県内 17 市町のうち、本市は安い方から 5 番目（平均：3,211 円） 
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［本市の下水道使用料体系］ 

一般汚水 使用料金（税抜）  公衆浴場汚水 使用料金（税抜） 

基本使用料（2 箇月当たり） 2,100 円  基本使用料（2 箇月当たり） 8,280 円 

従
量
使
用
料 

0 ㎥  ～   20 ㎥ 11 円／㎥  

従
量
使
用
料 

0 ㎥ ～ 200 ㎥ 0 円／㎥ 
20 ㎥超 ～   40 ㎥ 122 円／㎥  

40 ㎥超 ～  60 ㎥ 138 円／㎥  

60 ㎥超 ～  100 ㎥ 161 円／㎥  

100 ㎥超 ～  400 ㎥ 208 円／㎥  

200 ㎥超 ～  46 円／㎥ 400 ㎥超 ～ 1000 ㎥ 222 円／㎥  

1000 ㎥超 ～  230 円／㎥  

 

③ 維持管理費及び支払利息の推移 

令和 3年度（前経営戦略改定年度）と比べ、消費者物価指数は約 10％上昇、借入金利は約 

3 倍、建設工事費の相場を示す建設工事デフレーターは約 14％上昇し、前経営戦略の想定以上

に物価等が上昇したため、維持管理費や支払利息等が大きく増加しています。 

［消費者物価指数(総合)・借入金利の推移］  ［建設工事デフレーター（下水道）の推移］ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※借入金利は、固定金利方式、30 年償還（据置 5 年）での本市の借入実績値 

［維持管理費の推移］          ［支払利息の推移］ 

  

 

 

 

 

 

 

100

109.5

0.7

2.1

0

1

2

3

95

100

105

110

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

(％)
消費者物価指数（左軸）

借入金利（右軸）

112.4

127.9

100

105

110

115

120

125

130

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

建設工事費デフレーター

24.6 24.9

27.3
28.3

25.2 25.2

25.2
24.1

15

20

25

30

R3 R4 R5 R6

維持管理費

維持管理費（前戦略想定）
（億円） 
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（２）課題 

人口減少や節水機器の普及等による水需要の減少に伴い、使用料収入は減少傾向にある一方で、

物価高騰や借入金利の上昇に伴い、維持管理費や支払利息が増加しています。下水道サービスを

安定して継続していくためには、経営の効率化など、収支改善に向けた取組を推進する必要があ

ります。 

 

 技術承継・人材育成 

（１）現状 

「福井市定員適正化計画」に基づく職員数の適正化により、職員数は減少傾向にあります。 

特に、全国的な技術者不足により、技術系の職員数が減少しています。 

［下水道事業会計における職員数の推移］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 会計年度任用職員を除く。 

 

（２）課題 

施設の老朽化等への対応により、今後は業務量が増加することが見込まれますが、職員数は減

少傾向にあることから、官民連携の取組組織内での技術継承や人材育成を推進する必要がありま

す。 

 

 情報発信 

下水道は生活に不可欠なインフラでありながら、地下に埋設されているため日常的に意識され

にくく、その重要性が市民に伝わりにくいと考えられます。そのため、下水道に関する情報発信

を通じて、市民に下水道の役割、重要性、経営状況について関心を持ってもらい、理解を得るこ

とで、下水道サービスを安定して継続していくための基盤づくりを推進する必要があります。

74 72 71 71 72 67 66 63 62 61

24 23 21 21 20 25 26
26 27 25
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 経営指標による現状分析と評価 

前経営戦略では、以下の選定指標において評価が「概ねＢ以上（令和 8 年度まで）」となるこ

とを目標としてきました。前経営戦略のフォローアップとして、各経営指標について、経年比較

や類似団体と比較しながら、経営状況を分析し、令和 6年度末現在の状況を評価しました。 

［選定指標一覧］                ［評価基準］  

経営の 

健全性・効率性 

① 経常収支比率  Ａ 問題なし 

② 企業債残高対事業規模比率  Ｂ 今後の課題 

③ 水洗化率  Ｃ 改善が必要 

④ 有収率    

⑤ 汚水処理原価    

⑥ 経費回収率    

老朽化の状況 
① 管渠老朽化率    

② 有形固定資産減価償却率    

 

※・④有収率以外の指標における類似団体は、処理区域内（供用）人口 10 万人以上（政令市除く）・ 

人口密度 50 人/ha 未満の団体 

・④有収率における本市の類似団体は、処理区域内（供用）人口 10 万人以上（政令市除く）・ 

有収水量密度 5.0 千㎥/ha 以上 7.5 千㎥/ha 未満・供用開始 25 年以上の団体 

  ・類似団体の経営指標の数値は、特定環境保全公共下水道事業を除く公共下水道事業のものです。 
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（１）経営の健全性・効率性を表す指標 

① 経常収支比率 

指標の概要 

下水道使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用を 

どの程度賄えているかを表す指標です。100%以上の場合は黒字であることを示しています。 

算出式 望ましい方向 評価 

経常収益

経常費用
× 100        

（100％以上） 
    Ａ 

   

現状分析 

経常収支比率は 100％を上回り、経常費用を経常収入で賄えている状況で、また、類似団体に

比べ高い水準で推移しています。しかし、物価高騰に伴う維持管理費等の増加により毎年悪化し

ており、今後も悪化が見込まれるため、収支改善に向けた取組が必要です。 

 

② 企業債残高対事業規模比率 

指標の概要 

下水道使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

算出式 望ましい方向 評価 

企業債現在高 −一般会計負担分
営業収益 −受託工事収益 −雨水処理負担金 × 100  Ｂ 

 

現状分析 

加茂河原ポンプ場更新事業の進捗とともに令和 4年度から企業債残高が増え、企業債残高対 

事業規模比率も上昇に転じましたが、令和 6年度は企業債の発行額が減少し償還が進んだこと 

などによって比率は低下しました。今後は老朽化対策等の進捗に伴い企業債発行額は増加する 

見込みです。 

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 114.1 113.3 113.0 110.7 107.4

類似団体 109.6 109.3 108.3 107.8

90

100

110

120（％）

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 795.4 781.0 826.0 817.4 732.4

類似団体 920.8 874.0 827.4 790.3

600

800

1,000（％）
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③ 水洗化率 

指標の概要 

供用人口に対する、実際に公共下水道に接続している人口の割合を表す指標です。 

100%となることが理想です。 

算出式 望ましい方向 評価 

水洗化人口

供用人口
× 100  

（100％） 
Ａ 

 

現状分析 

水洗化率は下水道への接続促進の取組によって緩やかに上昇しており、類似団体と比べて 

高い水準で推移しています。 

 

④ 有収率 

指標の概要 

処理した汚水のうち下水道使用料徴収の対象となる有収水量の割合を表す指標です。 

高いほど不明水が少なく、効率的な汚水処理につながります。 

算出式 望ましい方向 評価 

年間有収水量

年間汚水処理水量
× 100  Ｃ 

 

現状分析 

有収率は、降水量の増減に伴い不明水量が増減するため年度毎のばらつきはありますが、 

概ね改善傾向にあると考えられます。しかし、類似団体に比べ低い水準であることや、管路の 

老朽化の進行を考慮し、今後も不明水対策や計画的な改築を進める必要があります。 

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 95.4 96.1 95.9 95.8 96.1

類似団体 94.4 94.4 94.6 94.7

90

95

100（％）

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 68.0 66.6 75.0 71.5 70.4

類似団体 79.1 79.0 80.8 80.3

50

60

70

80

90

100（％）
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⑤ 汚水処理原価 

指標の概要 

有収水量 1㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を 

含めた汚水処理に係るコストを表す指標です。 

算出式 望ましい方向 評価 

汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量
        Ａ 

 

現状分析 

汚水処理原価は類似団体に比べ低い水準となっており、効率的に汚水を処理できている状況

です。しかし、水需要の減少や物価高騰等の影響により今後は悪化する見込みのため、中長期的

なコストの見直しについて検討を行っていく必要があります。 

 

⑥ 経費回収率 

指標の概要 

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度下水道使用料で賄えているかを表す指標です。 

 

算出式 望ましい方向 評価 

下水道使用料収入

汚水処理費（公費負担分を除く）
× 100  

（100％以上） 
 Ａ 

 

現状分析 

経費回収率は 100％を上回っており、使用料で汚水処理費が賄えている状況で、また、類似団

体に比べ高い水準で推移しています。しかし、物価高騰等の影響により今後は悪化することが

見込まれるため、中長期的なコストの見直しや適正な使用料水準について検討を行う必要があ

ります。 

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 137.1 132.5 133.0 138.8 132.2

類似団体 156.8 157.6 159.6 160.7

120

140

160

180（円）

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 110.5 115.0 114.7 110.1 116.2

類似団体 99.8 100.3 99.7 98.7

90

100

110

120（％）
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（２）老朽化の状況を表す指標 

① 管渠老朽化率 

指標の概要 

法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表す指標です。管渠の老朽化度合を示しています。 

 

算出式 望ましい方向 評価 

法定耐用年数を経過した管路延長

下水道管布設延長
× 100       Ｃ 

 

現状分析 

管渠老朽化率は年々上昇しており、また、類似団体に比べ高い水準で推移しています。管渠の 

老朽化が進んでいる状況のため、計画的かつ効率的な管渠の維持修繕や改築に取り組む必要が

あります。 

 

② 有形固定資産減価償却率 

指標の概要 

有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標です。 

資産の老朽化度合を示しています。 

算出式 望ましい方向 評価 

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価
× 100  Ｃ 

 

現状分析 

有形固定資産減価償却率は上昇傾向にあり、また、類似団体に比べ高い水準で推移していま

す。下水道施設の老朽化が進んでいる状況のため、計画的かつ効率的な施設の維持修繕や改築

に取り組む必要があります。 

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 12.8 13.1 13.3 13.5 14.1

類似団体 5.2 6.0 6.8 7.7

0

5

10

15（％）

R2 R3 R4 R5 R6

福井市 45.9 47.0 48.0 46.7 47.6

類似団体 34.2 35.5 37.5 38.9

0

10

20

30

40

50（％）
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 基本理念及び基本方針 

 基本理念及び基本方針 

 本市の公共下水道事業は、昭和 23 年の工事着手から約 80 年にわたり普及拡大を進め、令和 6

年度に整備が概成しました。今後は「普及拡大」の段階から「維持管理」の段階へと移ります。 

一方で、急速な人口減少、施設の老朽化、急激な物価上昇など、下水道事業を取り巻く経営環境

は厳しさを増しています。 

このような状況を踏まえ、本経営戦略では、今後の取組の方向性をより明確にするため、これ

までの「基本方針」を「基本理念」に改め、新たに「安全」「環境」「持続」のそれぞれの観点か

ら、基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全 環境 持続 

基
本
方
針 

   
 安全・安心なまちづくり 

 

施設の老朽化対策や防災・ 

減災対策を計画的に進め、 

安全安心な下水道サービス

を提供します。 

環境保全・循環型社会への貢献 

 

環境負荷の低減に配慮した 

安定的な下水処理の実施に 

より、望ましい水環境の 

創出と循環型社会への貢献 

に努めます。 

持続可能な健全経営 

 

中長期的な視点のもと経営 

基盤の強化を図り、持続可能

な健全経営を目指します。 

基
本
理
念 

 
市民への安全・安心な下水道サービスを 

   将来にわたって、安定的・効率的に提供する 
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 施策体系図 

基本 
理念 

基本 
方針 施策 取組 

市
民
へ
の
安
全
・
安
心
な
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ
た
っ
て
、
安
定
的
・
効
率
的
に
提
供
す
る 

安
全 

1 老朽化対策の推進 ① 施設の修繕・改築 

2 防災・減災対策の推進 

① 施設の耐震化 

② 雨水対策 

③ 危機管理体制の強化 

環
境 

3 公共用水域の水質保全 
① 未接続者への接続促進 

② 水質管理の徹底 

4 環境負荷の低減 
① 下水道資源の有効活用 

② 機器の省エネルギー化 

持
続 

5 事業の効率化 

① 官民連携の推進 

② 不明水対策 

③ ＤＸの推進 

④ 広域化・共同化 

⑤ 施設の統廃合・ダウンサイジング 

6 収入の確保 

① 適正な下水道使用料水準の検討 

② 新たな需要の獲得 

③ 滞納整理の強化 

④ 国への要望活動 

⑤ 財産活用 

⑥ 【再掲】未接続者への接続促進 

7 技術承継・人材育成 
① 職員研修の充実 

② 【再掲】官民連携の推進 

8 下水道事業の見える化の推進 ① 広報誌やイベント等による情報発信 
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 施策及び取組 

 施策及び取組 

基本方針 安全・安心なまちづくり 

施策１ 老朽化対策の推進 

取組① 施設の修繕・改築 

〇 「福井市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道施設の計画的な修繕・改築に 

取り組み、事業全体で事業費の平準化や低減化を図ります。 

［福井市下水道ストックマネジメント計画］ 

【修繕・改築を行う施設】 

・ 標準耐用年数を超えた施設を一律に修繕・改築するのではなく、施設全体を適切な頻度で 

点検調査し、その結果に基づき、管路及び設備の劣化状況を表す「健全度」が 2以下となる 

施設を優先して修繕・改築を行います。 

・ リスク評価に基づき点検・調査を行い、施設の状態を把握することにより、不具合の発生 

を未然に防止するとともに、施設の安全性を確保し、良好な状態を維持します。 

 

【健全度の目標】 

・ 本計画の目標は、標準耐用年数が 50 年である管路は 100 年後までに、管路と比較して標準 

耐用年数が短いポンプ場・処理場は 50年後までに「健全度 2以下」をほぼゼロとすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ［健全度の見通し］ 
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ポンプ場・処理場

健全度（※7）

・構造・機能上問題はない
・設置当初の状態で、運転上、機能上問題はない

・劣化が進行しており、当面簡易な対応が必要な状態
・設備として安定運転ができ、機能上問題ないが、劣化の兆候が現れ始めた状態

・劣化が進行しており、対応が必要な状況
・設備として劣化が進行しているが、機能は確保できる状態、機能回復が可能

・劣化が進行しており、早急な対応が必要な状況
・設備として機能が発揮できない状態、または、いつ機能停止してもおかしくない状態等

・使用できない状況
・動かない、機能停止

1
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5
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施策２ 防災・減災対策の推進 

取組① 施設の耐震化 

〇 「福井市上下水道耐震化計画」に基づき、下水道の急所施設※や災害指定病院等の重要施設に 

接続する管路等を優先して耐震化を進めます。 

〇 「福井市下水道ストックマネジメント計画」に基づく施設の改築更新に合わせて、耐震化を進 

めます。 
 

※ 処理場及び処理場から処理場直前の管路の最終合流地点までの管路・ポンプ場 

 

取組② 雨水対策 

〇 「福井市下水道雨水対策基本計画」に基づき、重点対策地区においてポンプ施設の排水能力の 

強化、雨水流出抑制施設や増補管の整備等を進め、内水氾濫に備えます。 

〇 「福井市耐水化計画」に基づき、防水扉や止水板の設置など施設の耐水化を進め、河川氾濫時 

等の際にも下水道施設の機能を維持します。 

〇 福井市下水道内水ハザードマップを活用した啓発活動、雨水タンクや止水板の設置補助、公民 

館への吸水性土のうの配布等のソフト対策も行います。 

 

取組③ 危機管理体制の強化 

〇 災害時に被災した下水道機能の早期復旧を図るための対策を定めた「福井市上下水道局下水 

道業務継続計画（ＢＣＰ）」に基づき、毎年訓練を行います。また、災害時応援協定に基づく定期  

的な訓練や研修を通して協定内容の定着を図り、関係機関との連携体制を強化します。 

〇 大口径かつ平常時の管内水位が高い管路は、修繕・改築や災害・事故時の迅速な復旧が容易で 

はないため、多重化や分散化について検討します。 

〇 上下水道局庁舎は、災害時に上下水道復旧に向けた拠点となりますが、老朽化が著しく、かつ、 

耐震性に課題があるため、市長部局と連携して令和 10 年度までに今後の方針を決定します。 

 

基本方針 環境保全・循環型社会への貢献 

施策３ 公共用水域の水質保全 

取組① 未接続者への接続促進 

〇 下水道への未接続世帯等に対し、戸別訪問、指導文書の発送、排水設備工事資金貸付金制度の 

周知等による接続の啓発、指導を行います。 

 

取組② 水質管理の徹底 

〇 施設の適切な運転管理、放流水等の定期的な水質検査、事業所への立入検査等の実施により、

公共用水域の水質保全に努めます。 
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施策４ 環境負荷の低減 

取組① 下水道資源の有効活用 

〇 施設の適切な運転管理により下水汚泥の減量化を図るとともに、下水汚泥のリサイクルが可    

能な処分場への搬出に努めます。また、国が推進する「汚泥資源の肥料利用の拡大」に取り組む

ため、処理場内での肥料化施設の導入について検討します。 

〇 日野川浄化センターにおいて、汚泥処理の過程で発生する消化ガスを利用した「消化ガス発電」

を行います。また、施設用地を活用した太陽光発電設備の設置など、ゼロカーボンシティの実現

に向け、更なる取組について費用対効果を踏まえ検討します。（消化ガス発電：平成 25 年度から

実施） 

 

取組② 機器の省エネルギー化 

〇 機器更新に合わせて省エネルギー機器の導入やエネルギー効率を高める機器配置への変更を

行うとともに、使用機器の運転時間の最適化等により省エネルギー化に取り組みます。 

 

基本方針 持続可能な健全経営 

施策５ 事業の効率化 

取組① 官民連携の推進 

〇 管路の老朽化に伴う維持管理業務の増加や、技術職員の減少に対応するため、管路の維持管 

理について民間業者への委託を目指します。（令和 9年度から実施予定） 

〇 「ウォーターＰＰＰ」について導入の可能性を調査し、処理場及びポンプ場の運転維持管理委

託契約の切替時期に合わせた導入を目指します。（令和 11年度から実施予定） 

〇 処理場及びポンプ場の運転維持管理業務や、下水道使用料の徴収事務を民間業者に委託し、コ

スト縮減を図ります。（下水道施設運転維持管理業務：平成 19 年度から実施、下水道使用料徴収

事務：平成 25 年度から実施） 

○ 官民連携の推進にあたっては、市が責任主体として適切に監督・評価を行い、安全性や機能水

準の確保に努めます。 

［ウォーターＰＰＰ］ 

・国は、厳しい財政状況や人口減少社会の中で下水道事業を持続的に運営する手法として、施設の 

所有権を自治体が保有したまま施設の運営権を民間事業者に設定する公共施設等運営事業（以下 

「コンセッション」という。）等の官民連携の取組を推進しています。 

・コンセッションに段階的に移行するための官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）と、 

コンセッションを合わせて「ウォーターＰＰＰ」と呼び、導入拡大を図っています。 

 ・「ウォーターＰＰＰ」は、全国の 9事業体で導入されており、平均で約 9％の経費削減※が見込ま 

れています（令和 7年 6月現在）。 

  ※ 経費削減率は、9 事業体のうち数値が公表されている 7 事業体の公募時における優先交渉者からの 

提案値を平均したものです。 
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取組② 不明水対策 

〇 「福井市不明水対策基本計画」に基づき、不明水※が多い地区を優先して対策工事を行い、 

施設の負荷軽減を図ります。（令和元年度から実施） 
 

※ 下水道施設の老朽化や宅内排水設備の誤接続等が原因で下水道管に浸入する雨水や地下水 

 

取組③ ＤＸの推進 

〇 デジタル技術の活用により業務改善を図り、更なる業務の効率化に取り組みます。 

［今後実施する主なＤＸの取組］ 

・下水道ＧＩＳデータのホームページでの公開 ・浸水常襲地区への監視カメラ等の設置（拡充） 

・ＡＩを活用した管路劣化診断予測の導入（検討） ・各種届出等の電子申請の導入 等 

 

取組④ 広域化・共同化 

〇 農業集落排水施設の更新時期に合わせて農業集落排水の一部と公共下水道の統合を進めます。

（令和 12年度以降に実施予定） 

〇 「福井県汚水処理広域化・共同化計画」に基づき、県内の他市町と連携して、資機材の集約 

管理や排水設備事務の共同化等による事業の効率化に取り組みます。 

 

取組⑤ 施設の統廃合・ダウンサイジング 

〇 足羽ポンプ場の排水能力増強に合わせて、木田ポンプ場を廃止します。 

（令和 12年度実施予定） 

〇 菅谷ポンプ場の新設に伴い、照手ポンプ場と水越ポンプ場を廃止します。 

（令和 19年度以降に廃止予定） 

〇 人口減少等に伴う下水の流入水量減少を反映して、施設のダウンサイジングを検討します。 

 

施策６ 収入の確保 

取組① 適正な下水道使用料水準の検討 

〇 将来にわたり持続可能な経営基盤の構築を見据えて、適正な使用料水準について検討を行いま 

す。 

 

取組② 新たな需要の獲得 

〇 県営産業団地（稲津町・荒木新保町）まで管路を布設し、当団地の工場排水を受け入れます。   

（令和 9年度以降に実施予定） 
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取組③ 滞納整理の強化 

〇 収納率は、収入の確保、市民の負担感や公平性という観点から重要であるため、戸別訪問等を  

通じて、現在の高い収納率の維持に取り組みます。 

 

取組④ 国への要望活動 

〇 建設投資に必要となる財源を確保するため、国への要望活動を行います。 

 

取組⑤ 財産活用 

〇 未利用財産の売却や貸付、広告料収入などの財産の活用に取り組みます。 

 

取組⑥ 【再掲】未接続者への接続促進 

〇 下水道への未接続世帯等に対し、戸別訪問、指導文書の発送、排水設備工事資金貸付金制度の  

周知等による接続の啓発、指導を行います。 

 

施策７ 技術継承・人材育成 

取組① 職員研修の充実 

〇 上下水道局内に設置した技術研修センターを中心として、定期的に研修を実施します。 

 

取組② 【再掲】官民連携の推進 

〇 管路の維持管理の民間委託やウォーターＰＰＰの導入など、官民連携を推進し、民間ノウハウ 

の習得による人材育成に取り組みます。 

 

施策８ 下水道事業の見える化の推進 

取組① 広報誌やイベント等による情報発信 

〇 広報誌やＳＮＳ等の様々な媒体を活用し、下水道の役割、重要性、経営状況等について分かり 

やすい情報発信を行います。 

○ 下水道についての理解を深めてもらうため、上下水道展や施設見学会等のイベントを開催しま 

す。 

［現在の主な情報発信の取組］ 

・広報誌「上下水道のミカタ」（年 3回）の発行       ・「上下水道展」等のイベント開催 

・マンホールカード、上下水道カルタ等のＰＲグッズ作成及び配布  

  ・施設見学や出前講座の開催 等 
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２ 目標 

基本 

方針 
指標 

現状 

（R6） 

目標 

（R12） 

目標 

（R17） 
指標説明 

安
全 

管渠改善率 0.17％ 0.35％ 0.39％ 
下水道布設延長に対する、当該年度に 
更新した管渠延長の割合 

施設健全率 54.0％ 59.0％ 64.0％ 
総設備数に対する、機能が確保されて 
いる又は回復できる状態の設備の割合 

耐震化率 

重要な 

幹線等 
26.4％ 29.3％ 32.7％ 

重要な幹線等の延長に対する、耐震化 
工事が完了した管渠延長の割合 

処理場 

※1 
25.0％ 31.0％ 40.0％ 

総設備数に対する、耐震化工事が完了 
した設備の割合 

ポンプ場 

※1 
20.7％ 27.1％ 30.6％ 

雨水対策対応率 88％ 89％ 89％ 
計画区域において、計画降雨※2 に 
対し浸水被害が解消された面積の割合 

耐水化率 

処理場 76.0％ 94.0％ 100％ 
河川氾濫時等に下水道施設の機能を 
維持するための耐水化工事が完了した
設備の割合 

ポンプ場 84.8％ 97.6％ 97.6％ 

環
境 

放流水質基準値の 

超過回数 
0 回 0 回 0 回 

水質汚濁防止法に基づく各処理場から
の放流水質基準の順守 

下水汚泥有効利用率 
82.3％ 

 

90.0％ 

 

90.0％ 

   以上 

肥料やセメント原料等としてリサイク
ルした下水汚泥の割合 

持
続 

水洗化率 
96.1％ 

 

96.5％ 

以上 

97.0％ 

以上 

供用人口に対する、実際に公共下水道
に接続している人口の割合 

収納率 
97.9％ 

 

98.0％ 

 

98.0％ 

以上 

下水道使用料の調定額に対する、収納
額の割合 

経費回収率 
116.2％ 

 

100％ 

以上 

100％ 

以上 

公費負担分を除く汚水処理費に対する、
下水道使用料の割合 

※1 本表の耐震化率は、処理場・ポンプ場単位ではなく、より詳細な設備単位での数値です。一方で、8 頁  

記載の令和 6 年度の耐震化率は、処理場・ポンプ場単位の値のため、本表の数値と一致しません。 

※2 計画降雨は、過去の気象データを基に算出した 5 年に 1 回程度発生する可能性がある降雨規模である 

43.1mm/h 
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 投資計画及び財政計画 

 将来の事業環境の見通し 

人口の見通し 

令和 6年度から 17 年度にかけて、公共下水道区域内人口は約 18,000 人（約 8％）、供用人口は

約 18,000 人（約 8％）、水洗化人口は約 15,000 人（約 7％）減少する見込みです。 

令和 6年度までは、公共下水道の普及拡大事業による人口普及率の上昇に伴い、供用人口及び

水洗化人口は増加傾向でしたが、普及拡大事業の完了や人口減少の影響により、今後は減少して

いく見込みです。 

なお、将来の公共下水道区域内人口、供用人口及び水洗化人口は、コーホート変化率法を用い

た住民基本台帳による本市の将来人口推計を基に推計しています。 

［人口の見通し］ 

 

 
実績 見込 推計 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

区域内人口(人) 231,717 231,399 229,538 227,669 225,808 223,932 222,452 220,278 218,103 216,634 214,440 213,569 

人口普及率(％) 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 

供用人口(人) 230,542 230,228 228,367 226,508 224,657 222,790 221,321 219,158 216,994 215,536 213,353 212,494 

水洗化率(％) 96.1 96.1 96.2 96.3 96.3 96.4 96.5 96.6 96.7 96.8 96.9 97.0 

水洗化人口(人) 221,501 221,208 219,621 218,031 216,445 214,842 213,642 211,745 209,843 208,644 206,716 206,114 
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有収水量及び下水道使用料収入の見通し 

水洗化人口の減少により、令和6年度から17年度にかけて、有収水量は約1,700千㎥（約6％）、

使用料収入は約 2.7 億円（約 6％）減少する見込みです。 

なお、将来の有収水量は、令和 6年度の一人当たり有収水量に将来の水洗化人口を乗じ、これ

に新たに見込まれる排水量（県営産業団地造成・農業集落排水統合分）を加算して推計しました。 

また、将来の使用料収入は、令和 6年度使用料単価に、将来の有収水量を乗じて推計しました。 

［有収水量及び下水道使用料収入の見通し］ 

 

 

 投資計画 

投資計画 

① 投資の方向性 

〇 令和 6年度までは公共下水道の整備概成を目指し、普及拡大事業に重点的に投資を行って 

きましたが、令和 7年度以降は、老朽化対策（改築事業・大規模改築事業）や防災・減災対 

策（耐震化事業・雨水対策事業）に重点的に投資を行います。 

 

② 投資額の推移 

〇 本経営戦略の計画期間（10 年間）の計画投資額は約 1,029 億円で、前経営戦略の計画期間 

（10 年間）の計画投資額 664 億円と比べ、大幅に増加しています。 

〇 特に、大規模改築事業は、足羽ポンプ場更新事業の進捗に伴い令和 8年度から 10 年度に 

かけて投資額が増加する見込みです。令和 11 年度以降、投資額は一旦減少しますが、菅谷 

ポンプ場建設事業の進捗に伴い、令和 16年度から再び増加に転じる見込みです。 
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実績・見込 推計 
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［投資計画（建設改良費の推移）］ 

 

事業区分 
実績 見込 推計 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

改築 10.9  24.9 37.6 49.6 50.8 44.9  46.4 42.8  41.0 41.0 41.0 41.0 

大規模改築 8.5  35.4 48.8 54.5  48.1 5.7  8.8 12.7  22.6 23.5 47.6 59.1 

耐震化 1.6  4.2 8.6 11.6 9.6 9.3  7.8 8.2  8.5 9.7 10.1 8.9 

雨水対策 2.7  1.2 12.6 2.7 10.0 4.4  11.6 9.7  2.7 2.8 2.5 2.7 

管路布設 26.7  22.4 13.0 8.2 4.7 5.0  4.8 5.4  6.4 6.9 7.3 4.2 

その他 3.7  3.9 3.9 4.1 4.0 4.1  4.1 4.2  4.2 4.3 4.2 4.3 

合計 54.1  92.0 124.5 130.7 127.2 73.4  83.5 83.0  85.4 88.2 112.7 120.2 

※ 事業の繰越や見直し等により、実際の投資額は変動する可能性があります。 

※ 記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。 

 

事業概要 

① 改築事業 

〇 老朽化した管路及び処理場・ポンプ場の設備等を改築します。 

〇 不明水対策として、不明水の多い区域において浸入箇所の調査及び対策工事を行い、 

不明水量の削減を図ります。 

 

② 大規模改築事業 

〇 老朽化したポンプ場を全面的に更新するとともに、排水ポンプの能力を増強し、排水 

処理区域内における浸水被害の軽減を図ります。 
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0

20

40

60

80

100

120

140

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

(億円）

改築 大規模改築 耐震化 雨水対策 管路布設 その他
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    ［計画期間内における大規模改築事業の概要］ 

 足羽ポンプ場更新事業 菅谷ポンプ場建設事業 

事業内容 

・足羽ポンプ場の全面更新 

・足羽ポンプ場の排水能力増強 

・木田ポンプ場の廃止 

 （施設の統廃合による事業効率化） 

・菅谷ポンプ場の新設 

・菅谷ポンプ場の排水能力増強   

・照手ポンプ場と水越ポンプ場の廃止 

（施設の統廃合による事業効率化） 

工  期 
・令和 6 年度から 12 年度まで 

 

・令和 13 年度から 21 年度まで 

※今後実施する設計により変動 

供用開始 ・令和 10 年度予定 ・令和 18 年度以降 

事 業 費 

・約 192 億（概算） 

※今後実施する設計により変動 

 

・本経営戦略の計画期間内の投資額 

約 180 億円（概算） 

※今後実施する設計により変動 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 耐震化事業 

〇 管路、処理場及びポンプ場の耐震診断や耐震化工事を行います。 

 

④ 雨水対策事業 

〇 雨水流出抑制施設や増補管の整備等を行います。 

〇 処理場やポンプ場に防水扉や止水板を設置するなど、施設の耐水化工事を行います。 

 

⑤ 管路布設事業 

〇 県営産業団地までの管路布設など、新規接続の要望対応として管路布設工事を行います。 

〇 農業集落排水の一部と公共下水道の統合に向けた管路布設工事を行います。 

〇 管路布設に伴う道路の舗装復旧工事を行います。 

  

⑥ その他（流域下水道建設負担金・投資に係る職員給与費・事務費） 

  〇 県が運営する九頭竜川流域下水道事業の建設負担金や事務費等を支出します。 

新 足羽ポンプ場のイメージ 

足羽ポンプ場 木田ポンプ場 
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 財政計画 

収益的収支と資本的収支 

 〇 公営企業会計は、経営活動に伴って生じる収入及び支出を表す「収益的収支」と、施設の 

新設、改築のための収入及び支出を表す「資本的収支」に区分されており、一般的に、資本的 

収支の赤字（資本的収支不足額）を収益的収支の純利益等で構成される留保資金から補填する  

構造になっています。 

［収益的収支と資本的収支の関係イメージ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【減価償却費】固定資産の原価（取得費用）を、耐用年数に応じて各年度へ配分し計上する費用（実際

の現金支出はない） 

※【長期前受金戻入】固定資産取得の財源として得た補助金等を、減価償却に対応して各年度へ配分し計

上する収益（実際の現金収入はない） 

※【損益勘定留保資金】収益的収支における現金支出を伴わない費用から、現金収入を伴わない収益を差

し引いた額 

 

 

 

 

 

 

 

 

積立金

（過年度利益）

当年度

利益剰余金

損益勘定

留保資金

支出 収入

資本的収支

不足額

企業債

一般会計繰入金

等

建設改良費

企業債元金償還

等

支出（費用） 収入（収益）

維持管理費

減価償却費

資産減耗費

企業債支払利息

その他費用

当年度純利益

収益的収支

下水道使用料

長期前受金戻入

一般会計繰入金

補填

等

現金収支を伴わない 資産の取得

国庫補助金

取得資産を耐用年数で分割して費用化

等

留保資金

資本的収支
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収益的収支の見通し 

① 収益的収入 

 〇 主な収入は、下水道使用料、長期前受金戻入及び一般会計繰入金です。 

〇 一般会計繰入金には、総務省が定める繰出基準に基づく「基準内繰入金」と「基準外繰入  

金」があり、「基準外繰入金」には、性質的に一般会計が負担すべき経費等への繰入のほか、 

経営を維持するための経営補助があります。 

 〇 支出の増加に伴い資金が不足していくことから、現在の使用料水準の場合、特に令和 10 年  

度以降、多額の経営補助が必要となる見込みです。下水道事業は、「独立採算の原則」によ 

り、その事業の収入によってその経費を賄う必要があるため、経営補助については、本来は 

使用料等で賄うべき収入と考えられます。 

 〇 経営補助を除いた収入全体では、令和 6年度から 17年度にかけて 6.2 億円（約 7％）増   

加する見込みです。 

［収益的収入の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【基準内繰入金・基準内等繰入金】 

・「基準内繰入金」とは、一般会計繰入金のうち、総務省が定める繰出基準に基づくものです。 

・代表的な繰入として「雨水排除に要する経費に対する繰入金」があります。雨水は自然現象に起因し、 

排除による受益が広く及ぶことから、当該経費は一般会計が負担するものとされています（雨水公費・ 

汚水私費の原則）。 

・本経営戦略では、基準内繰入金に、基準外繰入金の一部（基準内繰入金ではないが、性質的に一般会 

計が負担すべき経費等への繰入金）を加えて、「基準内等繰入金」として整理しています。 

 

42.2 42.1 41.8 41.5 41.3 41.1 40.9 40.5 40.2 39.9 39.5 39.5 

26.2 22.7 22.5 22.5 23.3 26.0 26.4 26.4 26.6 26.6 26.6 26.9 

2.2 
1.9 2.4 2.2 2.2 2.5 3.0 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2 

24.7 
23.4 24.3 25.3 26.6 28.8 30.2 30.7 31.3 31.8 32.4 32.9 

0.3 2.3 2.0 2.5 
10.1 
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【115.6】【116.3】【117.3】
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下水道使用料 長期前受金戻入 その他 一般会計繰入金（基準内等） 一般会計繰入金（基準外・経営補助）

実績・見込 推計 

主な項目 比較（R6とR17） 要因

 下水道使用料   2.7億円 減少（約 6％）  人口減少による。

 長期前受金戻入   0.7億円 増加（約 3％）  主に建設改良費の増に伴う資産の増加による。

 一般会計繰入金（基準内等）   8.2億円 増加（約33％）  主に雨水処理負担金の増加による。

 一般会計繰入金（基準外・経営補助）  25.6億円 増加  資金不足額の増加による。

※記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
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② 収益的支出 

〇 主な支出は、維持管理費、減価償却費及び支払利息です。 

〇 支出全体では令和 6年度から 17 年度にかけて 35.1 億円（約 39％）増加する見込みです。 

［収益的支出の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 収益的収支 

〇 計画期間中は、使用料収入の減少や費用の増加により収支が不足しますが、一般会計から 

の経営補助により収支均衡が維持されます。 

〇 一般会計からの経営補助がなければ、令和 8年度には赤字となり、以降は赤字額が拡大 

していく見込みです。 

［収益的収支の見通し］ 
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維持管理費（人件費・経費） 減価償却費・資産減耗費 支払利息 その他

実績・見込 推計 

主な項目 比較（R6とR17） 要因

 維持管理費   6.5億円 増加（約 23％）  主に物価上昇による。

 減価償却費・資産減耗費  15.0億円 増加（約 29％）  主に建設改良費の増に伴う償却資産の増加による。

 支払利息  12.9億円 増加（約165％）  企業債発行額の増加と借入金利の上昇による。

※記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
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資本的収支の見通し 

① 資本的収入 

〇 主な収入は、建設改良費の財源である企業債及び国庫補助金で、建設改良費の増減に対応

して資本的収入も増減する見込みです。 

〇 企業債残高は、今後、発行額が償還額を上回り増加していく見込みです。令和 17 年度末

の企業債残高の見込みは約 875 億円で、令和 6年度末から約 184 億円（26.6％）増加する見

込みです。 

〇 国庫補助金は、近年、事業によっては要望額を大きく下回っています。また、一部の補助

金では、今後ウォーターＰＰＰの導入が交付要件となるなど、今後の見通しは不透明な状況

です。 

［資本的収入の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［企業債残高の見通し］ 
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実績・見込 推計 

実績・見込 推計 

※記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
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② 資本的支出 

〇 主な支出は、建設改良費及び企業債償還金です。 

〇 計画期間中の企業債償還金は同水準で推移する見込みです。そのため、資本的支出の合計 

額は、建設改良費の増減に合わせて推移し、特に令和 8年度から 10 年度にかけて大幅に増 

加する見込みです。  

〇 老朽化対策に重点的に投資を行う計画となっていますが、資産の老朽化度合を示す有形固   

定資産減価償却率は、足羽ポンプ場の本体工事が完了する令和 10年度に一旦改善した後、 

再び増加していく見込みです。 

［資本的支出の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［有形固定資産減価償却率の見通し］ 
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43.8 43.1 42.3 41.3 40.4 41.7 41.6 42.8 43.7 43.7 43.2 42.0

【97.9】

【135.2】

【166.8】
【172.0】

【167.7】

【115.1】

【125.1】【125.7】【129.1】【131.9】

【155.9】【162.1】
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(億円） 企業債償還金 建設改良費

実績・見込 推計 

実績・見込 推計 

※記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。
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③ 資本的収支 

〇 資本的収支の収入から支出を差し引いた資本的収支不足額は、建設改良費の増加に伴い 

増加する見込みです。 

［資本的収支不足額の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留保資金残高の見通し 

〇 本市の下水道事業では、多い時で 1箇月に 30 億から 40 億円程度の支出があることから、安 

定した事業の継続のためには、30億から 40 億円程度の留保資金を確保することが必要と考え 

ています。 

〇 計画期間において、一般会計からの経営補助により留保資金残高 30億円が維持されていま  

すが、経営補助がない場合、令和 9年度に 30 億円を下回り、令和 11 年度には留保資金が不足 

する見込みです。 

［留保資金残高の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【留保資金残高】企業内に留保している、次年度以降の事業運営に使用可能な資金の年度末残高 

44.2 40.9 36.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

34.0
25.5

15.4

△ 1.8
△ 17.6

△ 34.9

△ 54.7

△ 77.6

△ 100.6

△ 126.5
△ 150

△ 100

△ 50

0

50

100

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

（億円）
留保資金残高 留保資金残高（経営補助を除く）

61.0 96.9 126.3 130.6 125.5 69.4 80.2 79.9 82.3 82.8 107.9 113.3

97.9 

135.2 

166.8 
172.0 

167.7 

115.1 

125.1 125.7 129.1 131.9 

155.9 
162.1 

36.9 38.3 40.5 41.4 42.1 45.7 44.9 45.9 46.9 49.1 48.0 48.8
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

(億円） 資本的収入 資本的支出 資本的収支不足額

実績・見込 推計 

実績・見込 推計 
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［一般会計繰入金の見通し（収益的収入＋資本的収入）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費回収率の見通し  

〇 有収水量が減少する一方で、維持管理費等の費用が増加することから、汚水処理原価は増加 

していく見込であり、令和 10 年度には、汚水処理原価が下水道使用料単価を上回り、経費回

収率は 100％を下回る見込みです。 

〇 将来にわたり持続可能な経営基盤の構築を見据えて、適正な使用料水準について検討を行う  

必要があります。 

［経費回収率の見通し］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※【使用料単価】 有収水量 1 ㎥当たりの下水道使用料収入（下水道使用料収入／年間有収水量） 

※【汚水処理原価】有収水量 1 ㎥当たりの汚水処理に要した費用（汚水処理費／年間有収水量） 

 

153.6 153.6 153.6 153.6 153.7 153.8 153.8 153.8 153.7 153.7 153.7 153.7

132.2 134.2 141.3 149.6 158.7 181.8 187.7 189.4 199.1 206.5 219.3 234.1

116.2 114.5 

108.7 

102.7 

96.8 

84.6 81.9 81.2 
77.2 

74.4 
70.1 

65.6 
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0
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300

(％) （円）使用料単価（円） 汚水処理原価（円） 経費回収率（％）

実績・見込 推計 

24.7 23.4 24.3 25.3 26.6 28.8 30.2 30.7 31.3 31.8 32.4 32.9

5.6 5.9 5.4 4.9 4.4 4.0 3.8 3.6 3.3 3.1 2.8 2.6
0.3

2.3 2.0 2.5 10.1
17.3 15.8 17.3 19.7 22.9 23.1 25.9

【30.6】

【31.6】
【31.7】 【32.7】 【41.1】

【50.1】 【49.8】 【51.6】
【54.3】

【57.8】 【58.3】
【61.4】

0
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R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

（億円）

基準内等繰入（収益的収入） 基準内等繰入（資本的収入） 基準外繰入（収益的収入・経営補助）

※記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。

実績・見込 推計 

実際の繰入額は、事業の進捗や一般会計の財政状況に応じて、毎年度一般会計との協議により決定されます。 
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 投資・財政計画 

推計方法 

 収益的収支 

主な項目 推計方法 

収
入
（
収
益
） 

下水道使用料 令和 6年度使用料単価に、将来の有収水量※1を乗じて推計 

長期前受金 

戻入 

既存の固定資産及び今後取得見込みの固定資産に対する補助金等（長期前受

金）に基づき推計 

一般会計 

繰入金 

基準内等繰入金※2 総務省が定める繰出基準等に基づき推計 

基準外繰入金 

（経営補助分） 

安定した事業継続に必要な資金を維持するために 

必要となる額を計上 

支
出
（
費
用
） 

維持管理費 
内閣府の中長期の経済財政に関する試算（成長移行ケース、令和 7年 1 月版） 

の消費者物価上昇率や賃金上昇率に加え、年度別の増減要因を反映して推計 

減価償却費 既存の固定資産及び今後取得見込みの固定資産における減価償却費を推計 

支払利息 

既存の企業債に対する利息額及び今後発行見込の企業債に対する利息額を 

推計。計画期間中の借入金利は、内閣府の中長期の経済財政に関する試算 

（成長移行ケース、令和 7年 1月版）の名目長期金利の変動等を参考に推計 

※1【将来の有収水量】令和 6 年度の一人当たり有収水量に将来の水洗化人口を乗じ、これに新たに見込     

まれる排水量（県営産業団地造成・農業集落排水統合分）を加算して推計 

※2【基準内等繰入金】総務省が定める繰出基準に基づく繰入金に、基準外繰入金の一部（性質的に一 

般会計が負担すべき経費等への繰入金）を加えた繰入金 

 

 資本的収支 

主な項目 推計方法 

収
入 

企業債 建設改良費に基づき推計 

国県補助金 建設改良費に基づき推計 

一般会計 

繰入金 
総務省が定める繰出基準等に基づき推計 

支
出 

建設改良費 

各事業計画に基づき計上。建設改良費に含まれる職員給与費は、内閣府の 

中長期の経済財政に関する試算（成長移行ケース、令和 7年 1 月版）の賃金 

上昇率を参考に推計 

企業債償還金 
既存の企業債に対する元金償還額及び今後発行見込の企業債に対する元金 

償還額を推計 
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投資・財政計画 

 実績 見込 推計 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 

収益的収入        ① 95.6 92.4 93.0 94.0 103.4 115.6 116.3 117.3 119.9 123.4 123.6 127.3 

 下水道使用料 42.2 42.1 41.8 41.5  41.3  41.1  40.9  40.5  40.2  39.9   39.5  39.5 

 長期前受金戻入 26.2 22.7 22.5 22.5  23.3  26.0  26.4  26.4  26.6  26.6   26.6  26.9 

 一般会計繰入金 25.0 25.7  26.3  27.8  36.6  46.1  46.0  48.0  51.0  54.7   55.4  58.8 

うち基準内等 24.7 23.4 24.3 25.3  26.6  28.8  30.2  30.7  31.3  31.8   32.4  32.9 

うち基準外(経営補助)  0.3  2.3  2.0  2.5  10.1  17.3  15.8  17.3  19.7  22.9   23.1  25.9 

 その他  2.2 1.9  2.4  2.2   2.2   2.5  3.0   2.3   2.1   2.1   2.1   2.2 

収益的支出    ② 89.0 89.6 91.8 94.5  98.4 109.0 112.0 112.2 114.7 116.7 119.8 124.1 

 人件費  4.2  4.3  4.3  4.4   4.5   4.7   4.8   4.9   5.1   5.2   5.3   5.5 

 経費 24.1 25.1 26.0 25.9  26.3  27.3  27.3  27.6  27.7  27.7  28.5  29.3 

 減価償却費 49.5 48.8 49.1 50.4  51.6  57.8  59.2  60.8  62.2  62.7  63.4  64.9 

 資産減耗費  1.6  1.2  1.2  1.4   2.1   3.8  4.4   1.6   1.2   1.2   1.2   1.2 

 支払利息  7.8  8.1  8.8 10.0  11.4  12.9 13.7  14.7  15.9  17.3  18.7  20.7 

 その他  1.8  2.1  2.4  2.4   2.4  2.5  2.6   2.6   2.6   2.6   2.6   2.7 

当年度純損益  

（①－②） 
 6.6  2.8  1.2 △0.5   5.0  6.6  4.3   5.1   5.2   6.7   3.9   3.2 

             

資本的収入  ③  61.0  96.9 126.3 130.6 125.5  69.4  80.2  79.9  82.3  82.8  107.9 113.3 

 企業債  41.6  57.0  72.3  74.8  72.1  44.1  50.0  49.7  50.8  50.4  63.3 65.2 

 国県補助金  11.6  33.0  47.9  49.4  48.6  21.0  26.2  26.4  27.9  29.2  41.7 45.3 

 一般会計繰入金   5.6   5.9   5.4   4.9   4.4   4.0   3.8   3.6   3.3   3.1   2.8  2.6  

 その他   2.2   1.1   0.6   1.5   0.4   0.3   0.2   0.2   0.2   0.2   0.1  0.1  

資本的支出  ④  97.9 135.2 166.8 172.0 167.7 115.1 125.1 125.7 129.1 131.9 155.9 162.1 

 建設改良費  54.1  92.0 124.5 130.7 127.2  73.4  83.5  83.0  85.4  88.2 112.7 120.2 

 企業債償還金  43.8  43.1  42.3  41.3  40.4  41.7  41.6  42.8  43.7  43.7  43.2  42.0 

 その他   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

資本的収支差額 

（③－④） 
△36.9 △38.3 △40.5 △41.4 △42.2 △45.7 △44.9 △45.8 △46.8 △49.1 △48.0 △48.8 

             

留保資金残高  44.2  40.9  36.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0  30.0 

企業債残高 691.4 705.3 735.3 768.8 800.6 802.9 811.3 818.2 825.3 832.0 852.1 875.3 

※ 単位：億円（収益的収支：税抜、資本的収支：税込） 

※ 記載金額は、表示金額未満で四捨五入しているため合計金額が一致しない場合があります。 
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 経費回収率の向上に向けたロードマップ 

経費回収率は、下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標

で、100％以上であることが求められます。本市の下水道事業における経費回収率は、令和 6 年度

は 116.2%で、100％を超えていますが、人口減少等による使用料収入の減少や物価高騰による維持

管理費の増加等に伴い、本経営戦略の計画期間中に 100％を下回る見込みです。 

将来にわたって安定して下水道サービスを提供するため、収支構造の適正化が求められること

から、以下のとおり収支改善に向けた取組を行います。 

 目標 

経費回収率 100％以上（令和 17 年度まで）  

 

 収支改善に向けた取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※【経費回収率の向上に向けたロードマップ】「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進に

ついての留意事項（令和 2 年 7 月 22 日 国土交通省事務連絡）」に基づき作成 

※ 点線矢印は、実施時期が未定のもの

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

計
画
 経営戦略の見直し ● ●

（検証）  

（使用料の改定）

 新たな需要の獲得

 滞納整理の強化

（下水道施設の包括民間委託）

（ウォーターＰＰＰ導入）
調
査

準
備

公
募

 不明水対策

 施設の統廃合 （木田ポンプ場の廃止）

 官民連携の推進

本経営戦略の計画期間内の主な取組

収
入
増
加

支
出
削
減

 ストックマネジメント計画に基づく施設の修繕・改築

 適正な下水道使用料水準の検討

 未接続者への接続促進
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参考資料 用語の解説 

 

用語名 解説 

あ行 

維持管理費
いじかんりひ

 
事業の管理運営に必要な経費のこと（電気料等の動力費、施設の補修

費、人件費、委託費等） 

一般会計繰入金
いっぱんかいけいくりいれきん

 市の一般会計から下水道事業会計に支出されるお金のこと 

ウォーターＰＰＰ
ピーピーピー

 

水道・下水道等を対象とした官民連携方式で、「コンセッション（公共

施設等運営事業）方式」と「管理・更新一体マネジメント方式」を合わ

せた総称 

雨水流出抑制施設
うすいりゅうしゅつよくせいしせつ

 
雨水を一時的に貯留又は地下に浸透させることで、下水道や河川への

流出を抑制するための施設 

か行 

改築
かいちく

 

更新（既存の施設を新たに取替えること）又は長寿命化対策（既存の施

設の一部を活かしながら部分的に新しくすること）により、従前と 

同様の能力を発揮できるようにすること 

概成
がいせい

 
概ねできあがること。公共下水道の整備概成とは、公共下水道の未整備

地区への普及拡大事業がほぼ終了すること 

管渠
かんきょ

 主に道路の地下に布設される下水道管 

管路
かんろ

 

下水（汚水及び雨水）を集めて下水処理場や放流先へ運ぶまでの施設・

設備の総称（処理施設等へ流す管渠、マンホール、使用者宅から下水を

管渠へ流す取付管等） 

企業債
きぎょうさい

 建設改良事業等に要する資金に充てるために発行する地方債（借入金） 

企業債償還金
きぎょうさいしょうかんきん

 企業債の返済額（元金） 

基準外繰入金
きじゅんがいくりいれきん

 一般会計繰入金のうち、総務省が定める繰出基準に基づかないもの 

基準内繰入金
きじゅんないくりいれきん

 一般会計繰入金のうち、総務省が定める繰出基準に基づくもの 

供用人口
きょうようじんこう

 
公共下水道区域内人口のうち、公共下水道を利用できる区域の人口 

（＝処理区域内人口） 

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

 
固定資産の原価（取得費用）を、耐用年数に応じて各年度へ配分し計上

する費用（実際の現金支出はない） 
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広域化
こういきか

・共同化
きょうどうか

 
複数市町村等による処理区の統合、下水汚泥の共同処理、維持管理業務

の共同化など、効率的な運営を行うこと 

公共下水道区域内人口
こうきょうげすいどうくいきないじんこう

 公共下水道で汚水処理を計画している区域の人口 

コーホート変化率法
へんかりつほう

 
過去における実績人口の動勢から変化率を求め、それに基づき将来 

人口を推計する方法 

合流式下水道
ごうりゅうしきげすいどう

 汚水と雨水を同一の管渠系統で排除する方式の下水道 

さ行  

支払利息
しはらいりそく

 企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について支払う利息 

資本的収支
しほんてきしゅうし

 施設の新設、改築のための収入及び支出 

資本的収支不足額
しほんてきしゅうしふそくがく

 資本的収支の収入から支出を差し引いた不足額 

収益的収支
しゅうえきてきしゅうし

 経営活動に伴って生じる収入（収益）及び支出（費用） 

純損益
じゅんそんえき

 収益的収支の収入から支出を差し引いた金額 

処理区域内人口
しょりくいきないじんこう

 
公共下水道区域内人口のうち、公共下水道を利用できる区域の人口 

（＝供用人口） 

人口普及率
じんこうふきゅうりつ

 公共下水道区域内人口に対する、公共下水道を利用できる人口の割合 

水洗化人口
すいせんかじんこう

 
公共下水道を利用できる区域のうち、実際に公共下水道に接続してい

る人口 

ストックマネジメント  
膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測

しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること 

増補管
ぞうほかん

 既存の下水道管の流下能力を補完するため増設される下水道管 

た行 

ダウンサイジング 
水需要の減少等に伴い、施設更新の際に施設の能力・規模を縮小し、施

設の効率化を図ること 

多重化
たじゅうか

・分散化
ぶんさんか

 

大規模事故など万一に備えたリダンダンシー（冗長性）確保や、管内水

位低下によるメンテナビリティ（維持管理のしやすさ）確保を目的に、

管路の二条化（複線化）や別の幹線や処理区との連絡管の整備等を行う

こと 
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地方公営企業法
ちほうこうえいきぎょうほう

 

地方公共団体が経営する企業の能率的経営を促進し、経済性を発揮さ

せるとともに、その本来の目的である公共の福祉の増進を図るため、地

方自治法、地方財政法、地方公共団体の特別法として、企業の組織、財

務及びこれに従事する職員の身分取扱その他企業の経営の根本基準、

一部事務組合に関する特例を定める地方公営企業の基本法 

長期前受金戻入
ちょうきまえうけきんれいにゅう

 
固定資産取得の財源として得た補助金等を、減価償却に対応して各年

度へ配分し計上する収益（実際の現金収入はない） 

な行 

内水氾濫
ないすいはんらん

 

大雨などによって下水道などの排水能力を超えることや、河川水位の

上昇によって河川へ排水できなくなることにより、宅地や道路などが

浸水する現象のこと。なお、外水氾濫は、河川の水が溢れることにより、

宅地や道路などが浸水する現象のこと。 

は行 

不明水
ふめいすい

 
下水道施設の老朽化や宅内排水設備の誤接続等が原因で、下水道管に

浸入する雨水や地下水 

分流式下水道
ぶんりゅうしきげすいどう

 汚水と雨水を別々の管渠系統で排除する方式の下水道 

や行 

有収水量
ゆうしゅうすいりょう

 料金徴収の対象となる水量 

ら行 

留保資金
りゅうほしきん

 

企業内に留保している資金。流動資産（現金預金や未収金等）から未払

金や引当金等を除いたもので、今後の事業運営に使用できる実質的な

資金 

Ａ～Ｚ行 

ＧＩＳ
ジーアイエス

 

ジオグラフィック・インフォメーション・システムの略称。下水道ＧＩ

Ｓは、データ化した下水道施設に関する図面や台帳等の情報を、地理情

報とともに一元管理するシステム 

ＤＸ
ディーエックス

 
デジタル・トランスフォーメーションの略称。課題解決にデジタル技術

を活用し、その効果を十分に発揮し仕事の流れや組織等を変えること 
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